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厚生労働科学研究費補助金(22JA1003) 

令和 5 年度 総括研究報告書 

 

特殊健康診断等のデータ入力標準化および 

データ利活用ツール開発のための研究 

 

研究責任者 大神 明  産業医科大学・産業生態科学研究所・教授 

  

研究要旨 

本研究の研究目的は、国内事業場における特殊健康診断の活用実態、特に情報入力および

蓄積、保存の実態を調査し、中小企業にも提供可能な特殊健康診断統合パーソナルヘルスレ

コード(PHR)あるいはツールを開発し、より実効的な産業保健サービスの定着と産業保健

活動の充実を図ることである。令和 5 年度は、昨年度の論点を踏まえてⅠ.特殊健康診断に

おけるデジタル媒体を想定した標準問診票案の作成と実証実験計画の立案を行った。 

 

 

研究分担者  

宮本 俊明 産業医科大学・産業医実務研修センター・ 

産業衛生教授 

上野 晋  産業医科大学・産業生態科学研究所・教授 

川波 祥子 産業医科大学・産業医実務研修センター・ 

教授 

塩田 直樹 産業医科大学・医学部・非常勤助教 

安藤 肇  産業医科大学・産業生態科学研究所・ 

助教 

山本 誠  産業医科大学・産業生態科学研究所・ 

非常勤講師  

 

 

Ⅰ .特殊健康診断におけるデジタル媒体を想定

した標準問診票案の作成と実証実験計画の立案 

個人健康記録(personal health record: PHR)の正

確な定義は明確ではないが、一般的には個人の健

康診断結果や服薬歴などを電子的に記録し、本人

や家族が正確に追跡できるようにしたものと定義

されている。産業保健分野では、個人の PHR デ

ータを取得する機会が多く、労働者の PHR の情

報量は膨大である。産業保健の分野では、健康診

断の情報だけでなく、職場環境の記録、作業記録

なども個人の健康情報として総合的に統合し、蓄

積していく必要がある。 

自覚症状については、労働安全衛生規則第 44 条

の定期健康診断の「自覚症状及び他覚症状の有無

の検査」については、昭和 47 年 9 月 18 日付け基

発第 601 号の 1 において、「「自覚症状」に関する

ものについては、最近において受診者本人が自覚

する事項を中心に聴取する事とし、この際、本人

の業務に関連が強いと医学的に想定されているも
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のを併せて行うものとする」とされており、また

他覚症状に関するものについては、受診者本人の

訴え及び問視診に基づき以上の疑いがある事項を

中心として医師の判断により検査項目を選定して

行うこと。なお、この際、本人の業務に関連が強い

と判断した事項を併せて行うものとする。」として

いる。 

自覚症状が顕著であれば、健康診断を受診する

前に市井の診療所あるいは病院を受診するものと

思われる。特殊健康診断のみならず、産業保健に

おける健康診断の自覚症状情報収集は、現在進行

しつつあるかもしれない生体影響をサーベイする

ことが主眼となる。ゆえに、ともすれば些細な自

覚症状を過剰に取り上げる傾向があることは否め

ない。特殊健康診断の目的は、作業及び作業環境

と特殊健康診断結果との関連を検討することで、

作業による健康障害を未然に防ぐことである。こ

の「作業及び作業環境と特殊健康診断結果との関

連を検討」という点で、検討する主体は産業医を

含む産業保健スタッフであり、評価を行うのは医

師及び産業医であることが規定されている。従っ

て、特殊健診の判定を行う医師及び産業医のもと

には、単なる採血や検査結果などの健診結果のみ

ならず、個人の業務歴や事業場側から就業情報、

作業環境測定結果などの情報が寄せられて初めて

適切な評価がなされるものと思われる。 

  

 Ａ．研究目的 

特殊健康診断の一次健診において得られる受診

者の種々の個人受診情報から、二次健診の必要性

の是非を判断するためのツールを作成するために、

問診票の標準化は必要と考えられる。 

ここで言及した一次健診において得られる受診

者の種々の個人受診情報とは、特殊健康診断で実

施すべき項目として挙げられている、①業務の経

歴の調査、②作業条件の簡易な調査、③既往歴、自

覚症状・他覚症状の調査、④バイオロジカルモニ

タリング結果等を含んでいる。このうち①〜③は

必須項目として設定されている。この他に特殊健

診受診者の関わる作業環境測定結果の情報も、受

診者の健診情報に加えるべきものと思われる。バ

イオロジカルモニタリングは対象物質により基準

値や判定基準も異なるが、①〜③までの項目の情

報の入力手順については整理でき、標準化は可能

であると考えられる。また、特殊健康診断の範疇

にある、特別管理物質の健診記録の保存期間は 30

年間、また石綿等の健康診断結果については 40 年

間保存と、長期間の記録保存が義務づけられてい

る。このため、記録すべき情報を、紙媒体を含む保

存可能な媒体にて保存しなければならないが、少

なくとも自覚症状あるいは他覚所見に関しては、

データとして標準化が可能と思われた。 

 

B．研究方法 

図 1 に特殊健診問診票に特殊健診における標準

個人記録票（ＰＨＲ）と標準問診票の概念図を示

す。 

昨年度は、法定の特殊健康診断の法令に記載さ

れている一次健康診断項目のうち、自覚症状及び

他覚症状に言及されている項目を調査し、整理す

ると共に各項目のコード割り付けを考案した。 

今年度は、そのコードを基本として自覚症状及

び他覚所見について標準問診票（項目）案を作成

し、問診票として「自覚症状」と「他覚所見」を

（デジタル媒体で）記録することを念頭に置き、

併せてそれらから得られる情報をいかに記録保存

するか実証実験のプロトコールを策定した。 

図 2 に特殊健康診断問診票の作成・記録・保存・

利用の流れ（実証実験の概念図）を示す。 

実証実験のプロトコールについては、対象事業

場は分担研究者の関連する各事業場及び健診機関

を想定している。問診票はアプリケーション又は

ウエブフォームの形で実証実験の参加申込みのあ

った事業場あるいは健診機関に提供される。 

第一に、事業場が健診機関に特殊健診を委託実

施するプロセスがある。研究班の研究者及び研究
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協力者により対象事業場の産業保健スタッフと参

加対象者（特殊健診対象者）に予め実証実験の趣

意説明を行い、説明文書と健診情報提供に関する

同意書を配布する。 

次に実証実験の趣旨に賛同し、健診の個人情報

取扱に関して同意した方を対象に、特殊健診実施

時に、本研究で考案された標準問診票（案）を健診

対象者が問診票に記入する。自覚症状問診票はこ

の段階で使用し、アプリケーションやウエブ画面

などデジタル媒体にて記録することを想定してい

る。 

次に、健診実施時に医師が他覚所見を診察した

際に、得られた所見を自覚症状問診票と同様にデ

ジタル媒体にて記入する。 

次に、事業場・健診機関に標準コードにて記録

保存していただくが、標準コードは CSV 等の形式、

書式媒体はフォーマット PDF にて形式保存する

ことを想定している。得られた結果は研究班にて

解析と集計を行う。比較対照として、従来の問診

形式と問診票を用いて特殊健康診断を行う事業場

にも参加を依頼し、個人情報取扱に関する同意書

を得た後に同様に問診情報を取得し解析を行う。 

この問診票で記録された情報（データ）の閲覧

は産業医・産業保健スタッフは全て閲覧かとする

が、結果開示は健診対象者に対してそれぞれの健

診機関又は事業場の開示形式にて行うことを想定

している。 

 

C. Ｄ．結果および考察 

自覚・他覚症状については、各特殊健診により

自他覚症状として問診すべき項目が挙げられてお

り、昨年の報告書に記載されたところにでは、項

目数はその他を含めると 83 項目であった。自覚症

状に関する問診票案では、この 83 項目を基本とし

て、14 のレイヤーを作成した。特殊健診受診者は、

アプリケーション上で 14 のレイヤーの質問に答

える形を取っており、自覚症状に該当するものが

あればそれをチェックすることにより、自覚症状

をコードととして格納する仕様となっている。 

レイヤーは①全身一般（4 項目）②メンタル系（4

項目）③神経系（12 項目）④筋骨格系（7 項目）

⑤眼科系（8 項目）⑥耳鼻咽喉科系 12 項目）⑦呼

吸器系（5 項目）⑧循環器系（3 項目）⑨消化器系

（9 項目）⑩血液系（2 項目）⑪皮膚科系（8 項目）

⑫泌尿器系（5 項目）⑬口腔歯科系（3 項目）⑭そ

の他の症状、より成っている。 

他覚所見は、医師が診察した際に所見があれば

記録する体裁を取り、こちらの問診票案は、①神

経系（8 項目）②筋骨格系（5 項目）③眼科系（5

項目）④耳鼻咽喉科系（11 項目）⑤呼吸器系（5 項

目）⑥循環器系（3 項目）⑦皮膚科系（7 項目）⑧

口腔歯科系（3 項目）の 8 つのレイヤーで構成さ

れている。 

産業保健における PHR の構築において、特に

留意しなければいけない点は、PHR には事業場に

おける作業条件の情報を記録する必要があるが、

それらの情報の多くは、使用している化学物質、

設備等の変更や新設、当該化学物質等の作業者へ

のばく露状況、等の情報を含むことがあり、それ

らの情報はいずれも事業者が外部に知られたくな

い、コンフィデンシャルな情報ということであ

る。全ての情報を PHR に記載することは現実的

ではないと思われるが、一方で、特化物のように

作業者の健診記録を長期的に保存することを要求

されるような特殊健康診断では、過去に翻って業

務起因性を判断するのに資する情報については記

録を残すことが求められる。それゆえに、詳細な

個人曝露記録及び作業条件記録を PHR に記載し

て、本人に「情報を全て開示」するかどうかは別

として、事業場にしろ、健診を実施した健診機関

にせよ、何らかの形で「情報」として「記録」「保

存」しておくことは必要と思われる。 

今年度 4 月より施行された化学物質の自主管理、

およびリスクアセスメント対象物健康診断におい

ては、工学的対策、管理的対策、保護具の使用等の

化学物質曝露防止対策が適切に実施され、労働者
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の健康障害リスクが許容範囲を超えないようにす

ることが求められている。健診の流れとして、ま

ずリスクアセスメントを実施することになるが、

一般健診の機会を捉えて、業務歴の調査、自覚症

状の有無の検査において化学物質を取り扱う業務

による所見等の有無について留意することが肝要

である。 

安衛法に規定された問診においては、厚生労働

省の資料（これからの健康診断「一般健康診断ハ

ンドブック」労働省労働衛生課編）によれば、「自

覚症状および他覚症状の有無の検査について、雇

入時および定期健康診断の具体的な項目について

は、「当該労働者が就業を予定される業務に応じて

必要とする身体特性を把握するための感覚器、呼

吸器、消化器、神経系、皮膚および運動機能の検査

が含まれ、 その検査項目の選定は当該労働者の性、

年齢、既往歴、問視診等を通じての所見などもあ

わせて医師の判断にゆだねられるものである。」と

の考え方が示されている。安衛法では問診票の項

目について業務に関連が強いと判断した事項を併

せて行うことが求められている。 

産業保健の場における問診を標準化・一般化す

ることによって、作業条件の記録と併用すること

により、化学物質の自主的管理やリスクアセスメ

ントに対する意識向上や具体的実用に繋がること

が期待される。 

 

Ｅ．結論 

本年度は、特殊健診における電子データによる

デジタルな個人健康記録（PHR）を策定するため

に、標準問診票の作成と実証実験のプロトコール

について検討を行った。 

 

Ｆ．研究発表 

 特記なし 

 

Ｇ．知的所有権の取得状況 

（予定を含む。） 

 1. 特許取得 

 なし 

 2. 実用新案登録 

 なし 

 3.その他 

 なし 
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図 1：特殊健診における標準個人記録票（ＰＨＲ）と標準問診票の概念図 
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図 2：特殊健康診断問診票の作成・記録・保存・利用の流れ（実証実験の概念図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業場が健診機関に特殊健診を委託実施

健診実施時に健診対象者が問診票に記入

健診実施時に医師が他覚所見を記入

事業場・ 健診機関に標準コード にて記録保存、

フォーマッ ト PDFにて形式保存

閲覧： 産業医・ 産業保健スタッ フ

結果開示： 健診対象者

特殊健康診断問診票の作成・ 記録・ 保存・ 利用の流れ
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